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令和3（2021）年▪6月令和3（2021）年▪6月 おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。市施設を利用する際やイベント等に参加する前には検温とマスクの着用など新しい生活様式の実践をお願いします。
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1　情報公開制度
⑴実施機関別の開示請求件数と処理状況 （単位:件）

実施機関 請求
（取下げ）

処理状況

全部開示 部分開示 不開示
（不存在）

市 長 88（1） 65 20 5（5）
教 育 委 員 会 6 4 3 0
選挙管理委員会 0 0 0 0
公 平 委 員 会 0 0 0 0
監 査 委 員 0 0 0 0
農 業 委 員 会 0 0 0 0
固定資産評価審査委員会 0 0 0 0
議 会 0 0 0 0
病院事業管理者 5 4 1 0
合 計 99（1） 73 24 5（5）
・1件の請求で複数の文書が対象となる場合は、

1件に対して複数の決定を行うため、請求件
数と処理状況件数は一致しません。

・令和2年度に開示請求の対象となった主な文
書は「配水管布設・道路整備・管

か ん

渠
き ょ

等の各種
工事設計書に関する文書」「住居表示に係る文
書（住居表示台帳、住居付定受付簿）」「市が加
入する損害保険に関する文書」などでした。

・取下げは、1件でした。　
・不服申立ては、ありませんでした。

⑵審議会等の会議の公開状況 （単位:件、人）

公開 非公開
（書面会議） 合計

会議開催件数 64 46（35） 110
傍 聴 人 数 36 36

・「審議会等の会議の公開」とは、市の政策形成
に重要な役割を持つ各種審議会等を傍聴でき
る制度です。

・令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大
対策のため、書面上で行った会議が35件あ
りました。

・会議の開催は、公開・非公開に関係なく「会
議開催のお知らせ」を市役所1階市民情報
コーナーに掲示するとともに、市 にも掲載
しています。

2　個人情報保護制度
実施機関別の開示請求件数と処理状況 （単位:件）

実施機関 請求
処理状況

全部開示 部分開示 不開示
（不存在）

市 長 34 21 12 4（4）
教 育 委 員 会 0 0 0 0
選挙管理委員会 0 0 0 0
公 平 委 員 会 0 0 0 0
監 査 委 員 0 0 0 0
農 業 委 員 会 0 0 0 0
固定資産評価審査委員会 0 0 0 0
議 会 0 0 0 0
病院事業管理者 13 4 9 0
合 計 47 25 21 4（4）
・1件の請求で複数の文書が対象となる場合は、

1件に対して複数の決定を行うため、請求件
数と処理状況件数は一致しません。

・開示請求以外の保有個人情報の訂正、利用停
止などの請求はありませんでした。

・令和2年度に開示請求の対象となった主な文
書は「障害者手帳の交付に係る診断書及び意
見書に関する文書」「診療録等に関する文書」

「介護認定調査票及び主治医の意見書に関す
る文書」などでした。

・不服申立ては、ありませんでした。

3�　情報公開コーナー及び市民情報コーナーの
ご案内

　市役所2階に、情報公開制度と個人情報保護
制度に関する案内窓口として情報公開コーナー
があります。情報公開制度及び個人情報保護制
度に対する相談、開示請求などの受付はこちら
で行なっております。
　また、市役所1階に、市民情報コーナーを設
けており、予算書、統計資料、市議会会議録な
どの閲覧が行えます。お気軽にご利用ください。

総務課☎21-144224-6123

　東松山市情報公開条例第30条及び東松山市個人情報保護条例第44条の規定により、令和2年度の
運用状況を次のとおり公表します。

情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況
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